


 それでは、議第 ８６号「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更」につきまして、
ご説明申しあげます。 

 議案書の２ページから９ページ、並びに前のスクリーンを用いてご説明申し上げ
ます。 

 今回の変更につきましては、買取り申し出による行為制限の解除に伴うものが５
件ございます。 

  

  

  



 議案書の４ページをご覧ください。今回変更及び、廃止するのはご覧の５
地区でございます。 

①として耳原一丁目２、９ 

②として南安威二丁目２ 

③として天王一丁目１ 

④として中村町１ 

⑤として蔵垣内二丁目５ 

の５地区となっております。 

 

 すべての地区で、生産緑地法第１０条の規定に基づく買い取り申し出がな
され、市並びに他の公共団体等による買い取り、及び農業従事者への斡旋な
ど必要な手続きを進めてまいりましたが、不調に終わり、同法第１４条の規
定に基づく行為制限が解除されたことにより、変更するものでございます。 

地区毎に詳細を説明させていただきます。 



 議案書の５ページをご覧ください。 

 「耳原一丁目２」につきまして、地区の一部を廃止するものであります。 

また、一部廃止に伴い地区が分割されることから、これまで「耳原一丁目
２」としていた区域の一部を「耳原一丁目９」として新たに追加いたします。 

 



 白塗りのところが廃止する区域で面積は０．１４ha、黒塗り部分の「耳原
一丁目２」につきましては区域変更に伴い、面積が０．０９haになります。 

また、分割に伴い新たに追加した「耳原一丁目９」の面積につきましては０．
０９haになります。 

 

  

 



 次に、議案書の６ページをご覧ください。 

 「南安威二丁目２」につきましては、地区を廃止するものであります。 

 

 



 白塗りのところが廃止する区域で面積は０．１５haであります。 

 



 議案書の７ページをご覧ください。 

 「天王一丁目１」につきましては、地区を廃止するものであります。 

 

 



 白塗りのところが廃止する区域で面積は０．１８haであります。 

 



 議案書の８ページをご覧ください。 

 「中村町１」につきましては、地区を廃止するものであります。 

 

 



 白塗りのところが廃止する区域で面積は０．１９haであります。 



 最後に、議案書の９ページをご覧ください。 

 「蔵垣内二丁目５」につきましては、地区を廃止するものであります。 

 

 



 白塗りのところが廃止する区域で面積は０．０７haであります。 
 
  



 今回の変更内容でありますが、地区の追加が１地区、区域変更が１地区、
廃止が４地区となっており、生産緑地地区の地区数が全体で３地区減少して、
合計２７０地区。面積は全体で０．７３ha減少して５１．８７haとなってお
ります。 

 なお、本変更案につきましては、都市計画法第１７条の規定に基づき、平
成２６年１０月１６日から１０月３１日までの２週間、市役所都市政策課に
おいて都市計画の案の縦覧を行いましたが、意見書の提出はございませんで
した。 

 以上で議第 ８６号「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更」についての
説明を終わります。   

 よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

 
 


